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2013年9月13日、中国国家税務総局(SAT)は、2013年第52号公告（以下

｢52号公告｣）を公布し、輸出課税サービスによる増値税免税の管理法を

規定した。中国の増値税（VAT：付加価値税）免税政策は、全世界の多く

の国家に適用する源泉地主義を体現するもの、すなわち、輸出サービス

に対してゼロ税率の優遇政策を実行することである。この優遇政策は多

岐にわたる輸出サービスに適用される。（関連者企業間のサービスを含

む） 
 
52号公告は、納税者が長く待望したものである。増値税の改革試行が

2012年1月1日より初めて上海市において実施されて以来、2013年8月1
日の全国規模に拡大されるまで、交通運輸業やサービス業の中でも輸出

サービスに従事する企業は、この税収優遇政策の適用を受けられるよう

になるため、この管理法の公布を期待していた。従来の営業税体系では、

クロスボーダーの免税規定はほんのわずかであった。そのため、中国国

外の第三者や関連者企業にサービスを提供する企業の多くにとって、これ

らの免税政策は多大な節税効果をもたらすものとなる。 
 
新たな管理法は、手続きと管理上の要求を明確にしたため、納税者は、輸

出サービスの免税政策の適用を実質的に受けることになった。これらは、

最初には財税[2011]131号通達で規定され、その後、財税[2013]37号通

達で再規定されていたものである。（いわゆる「37号通達」）。管理法はま

た、以下の問題を明確にしている。納税者は、免税資格があるかどうかの

自己評価ができるのか、それとも届出の必要があるのか。もし届出の必要

があるならば、免税条件に合致することを証明するために、どのような書

類や証明書類を提供する必要があるか。一部の省・市の税務機関では、

当該管理法が公布されるまでクロスボーダーサービスの増値税免税政策

の適用を許可してこなかった。 
 
背景 
 
52号公告をよく理解するには、37号通達にある増値税免税政策が適用さ

れるサービスの種類と免税条件を理解する必要がある： 
 
 

「クロスボーダー課税サービス増値税免税管理弁法」の公布 
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業界（37 号通達） 増値税免税 
有形動産賃貸 • 中国国外で使用される有形動産の賃貸サービ

ス 
 

運輸 • 許可証がない国際運送サービス 
 

研究開発とテクノロ

ジー 
• 中国国外におけるエンジニアリング、鉱物資源

の探査サービス 

• 外国企業に提供する技術移転、技術コンサル

ティング、エネルギー管理契約（中国国内にお

けるエネルギー管理契約を除く） 
 

情報技術 • 中国国外の企業に提供するソフトウェア、電子

回路のデザインとテスト、インフォメーションシス

テム、業務プロセス管理 
 

文化･クリエイティブ • 国外における会議と展覧会 
 
• 国外企業に提供する商標権と著作権の譲渡、

知的財産権 
 

• 広告掲載地が国外にある広告 
 

物流と補助 • 国外での倉庫管理 
 

• 国外の企業に提供する物流補助（倉庫管理サ

ービスを除く） 
 

鑑定証明およびコン

サルティング 
• 国外の企業に提供する認証、鑑定証明、コンサ

ルティング（中国国内にある貨物もしくは不動産

に対しての鑑定証明とコンサルティングを除く） 
 

ラジオ、映画、テレビ • 国外において提供するラジオ、映画、テレビ番

組（作品）の映像、放映 
 
• 国外の企業に提供するラジオ、映画、テレビ番

組（作品）の製作 
 

この問題を一層全面的に把握するために注意すべき点は、37号通達は国

外の企業に提供する研究開発とデザイン、および許可証を完備する中国

国内の企業と個人を対象としてた国際運送サービスに税率ゼロの優遇政

策が適用されることを規定したことである。SATが公布した2012年第13号
通達では、ゼロ税率の課税サービスの管理法が規定された。この管理法

は、国家税務総局による2013年第47号通達の公布に伴って変更された

が、主要規定は基本的に従来のものと同様である。 
 

一般的要求 
増値税免税政策がを適用されるクロスボーダーサービスの手続きと管理

について、52号公告は以下のように規定している： 
 

• 納税者がクロスボーダーサービスを提供する場合、サービスを受ける

側とクロスボーダーサービスの書面契約を締結することが必要であり、

それがなければ増値税は免除されなくなる。 
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• 納税者が国外の企業に有償でクロスボーダーサービスを提供する場

合、そのサービスの収益はすべて国外からのものでなければならず、

それでなければ、増値税免除を享受できなくなる。中国で多く存在する

グループ企業間での対応モデルは、外国親会社が中国にある地域

（地区）本社に費用の先行払い込みを行い、その地域本部が実際にサ

ービスを提供する中国現地子会社に費用を支払うという方法であるが、

増値税の免税政策はこの取り決めには適用されない。類似の方法を

利用している企業はその支払いシステムを修正する必要がある。 
 

• クロスボーダーサービスを提供して増値税免除を受ける場合、納税者

は単独でクロスボーダーサービスの販売額を計算し、控除の対象とな

らない仕入税額を正確に計算し、除外すべきである。興味深いのは、

中国の増値税法規には特殊な優遇措置があるということである。すな

わち、納税者は固定資産と知的財産権の購入による仕入税額を全額

仕入税額として控除できるのである。これらの資産は、増値税免税サ

ービスの提供にも、増値税課税サービスにも使うことができる。これ以

外の仕入税額について増値税の免税項目に直接に算入するか、また

は課税項目に算入するかの判断ができない場合、計算に基づいて区

分する必要がある。財税[2013]37号通達では、当期の簡便税額計算

法に従い、売上課税税額、非増値税課税労務営業額、免除増値税項

目の売上高が当期の総売上高と営業費用に占める比率によって、控

除できない仕入税額を計算することが可能となる。 
 

• 増値税の免税条件を満たす場合、サービス提供側は免税サービスに

対して増値税の専用発票を発行することはできない。これは、サービ

ス受取側が、免税サービスを購入したにもかかわらず仕入税額の控

除を計算しないようにするためである。 
 

• 納税者が増値税免税を申請する際は、税務機関に以下の資料を提出

する： 
 
• 52 号公告で規定された「クロスボーダー課税サービスの免税届」。 

 
• クロスボーダーサービス契約書の原本とその写し。契約書が外国

語版であれば、法定代表者が署名または捺印した中国語訳を提出

する。 
 

• サービス提供する際に、サービス受取側の所在地が国外にあるこ

とを証明する資料の原本とその写し。52 号公告は、証明資料とは

何かを具体的に規定していないが、この証明資料はおそらく、サー

ビスを受ける企業の営業許可証または類似の証明、あるいはサー

ビスを受ける個人のパスポートのことだと思料される。国外資料の

原本を提供できない場合、写しに「この写しは原本と一致している」

と明記し、法定代表者の署名または捺印が必要となる。資料の原

文が外国語であれば、法定代表者が署名または捺印した中国語

訳を提出する。 
 
これらの条件を設ける理由は、現金の流れ、サービスフロー、契約条項が

一致することを十分確認した上で増値税免税を適用するためである。 
 
第52号公告によれば、中国国内の税関特殊監督区域（例：自由貿易区や

保税ロジスティクスパーク）における納税者に提供するサービスは、増値

税の免税を受けられない。これにより、税関特殊監督区域に登録する納
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税者の購買コストが増える可能性がある。これら納税者は、物品販売によ

る収益に対して増値税を納付しないため、仕入税額を控除できなくなる。

税関特殊監督区域は、物品にのみ特殊な税関および増値税優遇を与え

るが、サービスには適用されない。52号公告の規定では正にこの原則と

一致している。 
 
 

特定サービスに適用される特殊条件 
 
上記の一般的条件のほか、一部の特定サービスに対する増値税免税を申

請する際には、下記の特殊条件を満たす必要がある： 
 
• 一部のサービスの増値税免税は、サービス地点が国外にある場合の

み適用される。この場合、サービス地点が国外にあることを証明する

資料を提供する。工程査定・評価、会議・展覧、倉庫管理、有形動産

の賃貸、ラジオ、映画、テレビ番組（作品）の映像と放映、広告などの

サービスがその対象となる。 
 

• 国際運送サービスまたは香港・マカオ・台湾間の交通運輸サービスを

提供するものの、増値税ゼロ税率が適用される許可証を取得していな

い場合、または関連サービスを提供する提供側が小規模納税者であ

る場合には、増値税免税が適用される。納税者は、サービスの際に実

際に従事する国際輸送業務、または香港・マカオ・台湾間で往復する

交通輸送業務を証明する原本とその写しを提出する。 
 

 
自己評価または事前届出手続き 
 
52 号公告は、納税者が輸出サービスの増値税免除を申請する際に、クロス

ボーダーサービスの免税届出手続きを必ず行うことを具体的に要求してい

る。このため、届出手続きの一部として、納税者は当該規定に従い、税務機

関に資料を提出する必要がある。納税者が提出する資料類に欠陥があり、

または不完全であれば、税務機関は納税者に当該資料類を返却し、改めて

資料類の再提出を要求する。他方では、既に締結されたクロスボーダーサ

ービスの契約書に変更が生じ、またはクロスボーダーサービスの関連情況

に変化が発生し、依然として免税クロスボーダーサービスの範囲に属する場

合、納税者は遅滞なく主管税務機関にクロスボーダーサービスの免税届出

手続きを改めて行う必要がある。 
 
注意すべきところは、増値税免税の税収優遇の性格より、税務機関は、納

税者が増値税の免税条件に合致するか否かに対して定期的な審査を実施

できるところにある。 
 
税金還付 
 
上述のように、実施細則の不足により、中国の或る省市においては、要求に

合致する納税者の多くはクロスボーダー課税サービスの増値税免税優遇を

享受できていないでいる。これに対して、52 号公告が規定するように、納税

者は、規定に該当するクロスボーダーサービスを提供し、さらに免税申告を

行っていない場合、当該規定にしたがってクロスボーダーサービスの免税届

出手続きを行った後、既に納付した増値税額について、税金還付を申請を

行うか、或いはまた以降の未払税額を控除することが可能となる。 
 
その手続きに鑑みた場合、納税者は必要な資料を準備する必要があるだけ

でなく、以下の追加の手続きも考慮する必要が発生する: 
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• 免税となる関連増値税の仕入税額を売上増値税から控除する対象か

ら除外する。 
 

• 増値税免税を申請することは収益と原価に影響を与えるため、過去の

年度企業所得税の納税申告表を修正する可能性がある。 
 

• 増値税の税金還付を申請する以外に、地方税務局に対し、都市維持

建設税と教育費附加、地方教育費附加などの付加税の税金還付を申

請すべきである。 
 

• サービス受取側に発生し、また免税を申請した販売額に係る増値税

の専用発票を取り戻す。 
 

• 契約の約定によって、増値税の｢還付金額｣はサービス受取側に還付

する必要があるかどうかを考慮する。 
 

52 号公告は、すでに納付した増値税の税金還付を申請する期限を明確にし

ていないが、関連する納税者はなるべく速く申請手続きを行うべきことを提

言する。 
 
KPMGの提言 
 
52号公告の公布は納税者に歓迎されるものである。当該公告は、納税者が

クロスボーダー課税サービスについて、増値税免税を享受する際に必ず行

う手続きを明確にしたものである。当該公告は各地の地方税務機関に、納

税者によるクロスボーダー課税サービスの免税申請を処理する際に、その

処理手続きの同一性を保証したことで大きな一歩を進めたことになる。 
 
一般的に言えば、国外において当該課税サービスを提供する納税者はすで

に、規定にしたがって、届出手続きが行える条件を具備している。届出手続

きにより要求される書類とは、一般的に納税者が正常な経営活動の中です

でに取得した書類等である。 
 
実務の中で、KPMG が提言したように、多くのグローバル企業の関連者企

業間のサービスアレンジメントはクロスボーダー課税サービスの増値税免税

を申請する条件を満たす可能性がある。例えば、或る外国企業が中国に設

立した全額出資子会社は親会社に対し、役務提供サービス、内部管理サー

ビス、知的財産権許可及び本社または地域会社に係るその他の移転価格

プランニングなどを提供するところとなる。これらの関連するクロスボーダー

サービスは増値税の減免条件を満たすことになれるが、同様に、これらの業

務も税務機関による審査の重点事項でもある。 
 
第 52号公告は、クロスボーダーサービスの増値税免税を申請する手続きの

要求を明確にしたが、実務の中で発生する問題は依然として存在する。例え

ば： 
 
• 輸出コンサルティングサービスについて（多くの多国籍企業内部の関連

者企業間のサービスを含む）、提供するサービスは中国国内の商製品

あるいは不動産との間にどのような範囲の関係となった場合に、当該サ

ービスは増値税の免税条件を満たさなくなるのか。 
 

• 単一の契約が数種のサービスを提供する際に、その内、一部のサービ

スが増値税の免税規定を満たし、他の一部のサービスが規定を満たさ

ない場合、納税者は当該契約の部分的なクロスボーダーサービスにつ

き、増値税免税を申請することができるか。 
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• 納税者は 52 号公告が公布された以前に、クロスボーダー課税サービス

を提供し、また｢税金控除前の金額｣によって顧客より増値税を受け取る

場合に顧客に税額分を返金する必要があるか。 
 

• 納税者は国外の顧客と標準仕様の契約を締結する場合に、毎回、増値

税免税を申請する際に標準仕様の契約書の写しを提出する必要がある

か、または他に簡素化プロセスがあるか。 
 

税務機関の要求に基づき、以前に自己評価の方法に従い、すでに免税申告

を行った納税者は、規定に従って届出手続きを改めて行う必要がある。

KPMG では、納税者と協力し、或る業務が増値税免税の税収優遇を享受で

きるかどうかの手続きについて評価することが可能であり、また、納税者の

実務の現在情況に応じた焦点に絞っての提案を明示することができます。

私たちは、納税者と協力して増値税免税の届出手続きを行ない、また、増値

税、城建税・教育費等の附加税費用の還付を申請することにも対応いたしま

す。 
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